
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
前端に払出口を有するとともに、多数の商品を前後方向に並べて収納する商品通路を形成
した商品ラックと、
前記商品通路の前記払出口を開放する開放位置と、閉鎖する閉鎖位置との間で回動可能で
、販売時に前記開放位置に回動することにより販売商品を前記商品通路から払い出す開閉
部材と、
前記商品通路に収納された商品を前方に押圧するプッシャと、
前記商品通路に突出する突出位置と、この商品通路から退避する退避位置との間で回動可
能で、販売時に前記突出位置に回動することにより次販商品を保持するホルダと、
前記開閉部材の前記開放位置への回動に連動して、販売商品を前記払出口側へ押圧するこ
とにより送り出す送出手段と、
を備えていることを特徴とする自動販売機の商品収納装置
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であって、
前記商品通路が、仕切壁によって互いに仕切られた左右の商品通路で構成され、前記ホル
ダが、前記仕切壁に回動自在に取り付けられた左右のホルダで構成されるとともに、
前記送出手段は、前記仕切壁の上面前端部に取り付けられたアダプタで構成され、このア
ダプタは、
支軸を有し、前記仕切壁に取り付けられたベースと、
このベースの前記支軸に鉛直軸線回りに回動自在にそれぞれ取り付けられ、各々が、前記
支軸の前側の係止部と後ろ側の送出部を有する左右のアームと、



。
【請求項２】
前記アダプタの前記送出部が、販売商品を前記払出口側へ送り出すとともに、次販商品に
前方から当接するような形状を有することを特徴とする、請求項 に記載の自動販売機の
商品収納装置。
【請求項３】
前記アダプタが、前記仕切壁に着脱自在に取り付けられていることを特徴とする、請求項

または に記載の自動販売機の商品収納装置。
【請求項４】
前記アダプタは、前記ベースに設けられた弾性材から成るプッシュロックボタンを備え、
前記仕切壁の上面に、このプッシュロックボタンを着脱自在に差し込むための取付孔が形
成されていることを特徴とする、請求項 に記載の自動販売機の商品収納装置。
【請求項５】
前記仕切壁に対向する前記商品通路の側壁に着脱自在に取り付けられるアダプタ材をさら
に備え、このアダプタ材は、前記側壁の前端部で外方に湾曲し、販売商品を前記払出口側
に案内する湾曲ガイド面を有することを特徴とする、請求項 ないし のいずれかに記載
の自動販売機の商品収納装置。
【請求項６】
前記アダプタ材が、前記側壁に沿って前後方向に延びるとともに、前記商品通路の内方に
向かって所定角度で傾斜する傾斜ガイド面をさらに有することを特徴とする、請求項 に
記載の自動販売機の商品収納装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、商品通路内に多数の商品を前後方向に並べて収納し、販売時に１個の商品を商
品通路の前側から払い出すタイプの自動販売機の商品収納装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の自動販売機の商品収納装置を、例えば特願平８－３５５３７４号ですでに提案し
ている。図１３に示すように、この商品収納装置５０では、商品ラック５１を中央の仕切
壁５４で仕切ることにより、左右２列の商品通路５２が形成されている。仕切壁５４の前
端には、商品通路５２の払出口を開閉する透明な開閉板５５が設けられ、その後方にはプ
ッシャ５６が設けられていて、商品Ｓは、開閉板５５とプッシャ５６の間に挟持された状
態で、各商品通路５２内に多数、並んで収納される。
【０００３】
開閉板５５は、仕切壁５４を貫通する駆動軸５９の前端に固定され、駆動軸５９は、販売
時に、駆動機構（図示せず）によって回転駆動される。また、各商品通路５２の前端には
フラッパ５８が連設され、このフラッパ５８は、連動機構（図示せず）を介して駆動軸５
９と連結されており、販売待機時には水平姿勢に支持されている。また、この商品収納装
置５０は、販売時に前から２番目の商品（次販商品）Ｓを保持する２つのホルダ５７、５
７（１個のみ図示）を備えている。各ホルダ５７は、折り曲げた板状のものであり、仕切
壁５４内に立設した支軸に後端部が回動自在に支持され、仕切壁５４の開口から対応する
商品通路５２に出没可能になっていて、上記駆動機構によって駆動される。
【０００４】
商品Ｓの販売時には、駆動機構が作動し、駆動軸５９が所定方向に回転することで、まず
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これら左右のアームの前記係止部を近づき合う方向に付勢するばねと、を備え、
前記左右のアームの前記係止部は、前記開閉部材が前記閉鎖位置にあるとき、前記ばねの
ばね力に抗して広がった状態で前記開閉部材に係止されるとともに、前記送出部は、前記
係止部が広がった状態では前記商品通路から退避し、かつ前記係止部が狭まったときに前
記商品通路に突出して販売商品を前記払出口側へ送り出すような形状を有することを特徴
とする、自動販売機の商品収納装置

１

１ ２

３

１ ４

５



、ホルダ５７が、駆動軸５９に一体に設けられたカム（図示せず）で押圧される、これに
より、商品通路５２に突出し、商品通路５２の側壁５２ａとの間に、次販商品Ｓを挟持し
て、これを保持する。次いで、駆動５９の回転に伴う開閉板５５の回動によって、反対側
の商品通路５２が開放されるとともに、開放された商品通路５２のフラッパ５８が、連動
機構による支持を解かれて前下がりに自由回動する。これにより、最前位の商品（販売商
品）Ｓが自然落下によって商品通路５２から払い出され、商品Ｓを１個ずつ払い出すこと
ができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記の商品収納装置５０は、特に商品Ｓが飲口側にキャップやつばを有する逆円
錐台形のカップ形状商品である場合、商品Ｓの払出しを確実に行うという点で改善の余地
がある。すなわち、商品収納装置５０にこのようなカップ形状商品を収納した場合には、
隣接する商品Ｓ、Ｓ間でキャップやつば同士が引っ掛かりやすいとともに、商品Ｓの重心
が高いため、プッシャの押圧力で商品Ｓが前方に傾きやすい。特に、次販商品Ｓについて
は、払出動作時にホルダ２０に挟持されるとともに、この場合、ホルダ２０はその構造上
、次販商品Ｓの下部に当接することから、前方に傾きやすく、販売商品Ｓに引っ掛かりや
すい。
【０００６】
そして、このような引っ掛かり現象が販売商品Ｓと次販商品Ｓの間に生じた場合には、上
記の商品収納装置５０で前述したような自然落下に依存した販売商品Ｓの払出動作を行っ
ても、販売商品Ｓが次販商品Ｓによって商品通路５２内に保持されてしまい、販売不良と
なるおそれがある。また、上記のように次販商品Ｓが傾けば、払出動作後に次の販売待機
状態へ移行するための商品Ｓ全体の移動も円滑に行えないとともに、ディスプレイ効果も
損われてしまう。
【０００７】
本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、商品がカップ形状商品
の場合でも、商品を確実に１個ずつ払い出すことができ、販売待機状態への移行を円滑に
行えるとともに、ディスプレイ効果を向上させることができる自動販売機の商品収納装置
を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　この目的を達成するため、本発明の自動販売機の商品収納装置は、前端に払出口を有す
るとともに、多数の商品を前後方向に並べて収納する商品通路を形成した商品ラックと、
商品通路の払出口を開放する開放位置と、閉鎖する閉鎖位置との間で回動可能で、販売時
に開放位置に回動することにより販売商品を商品通路から払い出す開閉部材と、商品通路
に収納された商品を前方に押圧するプッシャと、商品通路に突出する突出位置と、この商
品通路から退避する退避位置との間で回動可能で、販売時に突出位置に回動することによ
り次販商品を保持するホルダと、開閉部材の開放位置への回動に連動して、販売商品を払
出口側へ 送り出す送出手段と、を備えていることを特徴としている。
【０００９】
　この自動販売機の商品収納装置によれば、販売待機状態では、開閉部材が、閉鎖位置に
位置し、商品通路の払出口を閉鎖しており、商品は、この開閉部材とプッシャとの間に挟
持された状態で、商品通路内に前後方向に並んで収納されている。また、ホルダは、退避
位置に位置し、商品通路から退避している。商品の販売時には、まず、ホルダが、突出位
置に回動して、商品通路に突出することにより、次販商品（前から２番目の商品）を保持
する。次いで、開閉部材が、開放位置に回動して商品通路の払出口を開放する。また、こ
の開閉部材の開放と連動して、送出手段が販売商品（最前位の商品）を払出口側に

送り出すことによって、販売商品を商品ラックから払い出す。このように、
本発明では、開閉部材の開放と連動して、送出手段が販売商品のみを払出口側に

送り出すので、商品がカップ形状商品で、販売商品と次販商品の間にキャップ
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押圧することにより

押圧す
ることにより

押圧する
ことにより



などによる引っ掛かりが生じている場合であっても、販売商品をホルダで保持された次販
商品から強制的に引き離すことができ、したがって、販売商品を確実に払い出すことがで
きる。
【００１０】
　 、商品通路が、仕切壁によって互いに仕
切られた左右の商品通路で構成され、ホルダが、仕切壁に回動自在に取り付けられた左右
のホルダで構成されるとともに、送出手段は、仕切壁の上面前端部に取り付けられたアダ
プタで構成され、このアダプタは、支軸を有し、仕切壁に取り付けられたベースと、この
ベースの支軸に鉛直軸線回りに回動自在にそれぞれ取り付けられ、各々が、支軸の前側の
係止部と後ろ側の送出部を有する左右のアームと、これら左右のアームの係止部を近づき
合う方向に付勢するばねと、を備え、左右のアームの係止部は、開閉部材が閉鎖位置にあ
るとき、ばねのばね力に抗して広がった状態で開閉部材に係止されるとともに、送出部は
、係止部が広がった状態では商品通路から退避し、かつ係止部が狭まったときに商品通路
に突出して販売商品を払出口側へ送り出すような形状を有すること
【００１１】
この構成では、商品通路が左右２列で構成され、ホルダも両商品通路用に左右２つで構成
されるとともに、送出手段は、商品通路を仕切る仕切壁の上面に取り付けたアダプタで構
成されている。販売待機状態では、アダプタの一対の係止部が、ばねのばね力に抗して広
がった状態で、閉鎖位置にある開閉部材に係止されており、これに伴い、アダプタの一対
の送出部は、商品通路から退避している。商品の販売時には、開閉部材の開放位置への回
動によって、アダプタの係止部の係止が解かれ、係止部がばねのばね力によって狭まる。
これにより、送出部が商品通路に突出し、販売商品をばねのばね力で払出口側へ送り出す
。したがって、販売商品を次販商品から強制的に引き離して、確実に払い出すことができ
る。また、開閉部材の開放動作を利用してアダプタを作動させるので、アダプタによる販
売商品の送出動作を、開閉部材の開放動作に確実に連動して行うことができるとともに、
アダプタの駆動力はばねのばね力だけでよく、比較的単純に構成できる。
【００１２】
この場合、アダプタの送出部が、販売商品を払出口側へ送り出すとともに、次販商品に前
方から当接するような形状を有することが好ましい。
【００１３】
この構成では、アダプタの送出部は、販売商品を払出口側へ送り出すだけでなく、ホルダ
にすでに保持されている次販商品に前方から当接する。この場合、アダプタが仕切壁の上
面に設けられているので、送出部は、ホルダよりも高い位置で次販商品に当接することに
なる。したがって、次販商品がプッシャの押圧力で前方に傾いた状態で保持されている場
合であっても、次販商品の上部にアダプタの送出部が前方から当接することによって、次
販商品を適正な姿勢に整えることができる。その結果、払出動作後に次の販売待機状態へ
移行するための商品全体の移動も円滑に行えるとともに、良好なディスプレイ効果が得ら
れる。
【００１４】
これらの場合、アダプタが、仕切壁に着脱自在に取り付けられていることが好ましい。
【００１５】
この構成では、アダプタが着脱自在であることにより、商品通路を、カップ形状商品の収
納用と他形状の商品の収納用とに、切り替えて使用することができる。
【００１６】
この場合、アダプタは、ベースに設けられた弾性材から成るプッシュロックボタンを備え
、仕切壁の上面に、このプッシュロックボタンを着脱自在に差し込むための取付孔が形成
されていることが好ましい。
【００１７】
この構成によれば、アダプタを着脱するための構造が単純であるとともに、プッシュロッ
クボタンを取付孔に差し込むだけでアダプタを簡単に着脱することができる。
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さらに、本発明の自動販売機の商品収納装置は

を特徴としている。



【００１８】
これらの場合、仕切壁に対向する商品通路の側壁に着脱自在に取り付けられるアダプタ材
をさらに備え、このアダプタ材は、側壁の前端部で外方に湾曲し、販売商品を払出口側に
案内する湾曲ガイド面を有することが好ましい。
【００１９】
この構成では、アダプタで販売商品を送り出す際、販売商品は、アダプタ材の外方に湾曲
する湾曲ガイド面によって、外方に逃げるようにして商品通路の払出口側に導かれるので
、販売商品を、送出部と商品通路の側壁との間に挟み込まれることなく、払出口から円滑
に払い出すことができる。
【００２０】
この場合、アダプタ材が、側壁に沿って前後方向に延びるとともに、商品通路の内方に向
かって所定角度で傾斜する傾斜ガイド面をさらに有することが好ましい。
【００２１】
この構成では、商品がカップ形状商品の場合、アダプタ材の傾斜ガイド面の角度を、カッ
プ形状商品の側面の傾斜角度に合致するように定め、側壁に取り付けることによって、次
の販売待機状態に移行するための商品の移動を、より円滑に行うことができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しながら、本発明を適用した自動販売機の商品収納装置について説明す
る。図１～図３に示すように、この自動販売機２は、缶飲料やパック詰め飲料などの実際
の販売商品を外部から視認できるようにした、いわゆるシースルータイプのものである。
自動販売機２は、本発明に係る商品収納装置１を収容する販売機本体３と、販売機本体３
の前面に取り付けられたメインドア４と、販売機本体３とメインドア４の間に位置する透
明断熱扉５とを備えている。
【００２３】
図２および図３に示すように、販売機本体３内には、商品収納装置１の一部を構成する複
数の商品ラック１０が設けられている。本実施形態では、上下８段で、左右に３列、計２
４個の商品ラック１０が配置されており、各商品ラック１０に同一種類の商品Ｓが収納さ
れる。
【００２４】
一方、メインドア４の前面には、金銭投入部４ａ、複数の商品選択ボタン４ｂ、商品取出
口４ｃ、および商品ディスプレイを構成する前面窓４ｄなどが設けられている。商品選択
ボタン４ｂは、商品ラック１０と同数および同配置でマトリックス状に配置されている。
ユーザーは、商品購入時に、金銭投入部４ａに金銭を投入し、購入しようとする商品Ｓを
収納する商品ラック１０に対応する商品選択ボタン４ｂを押すことにより、商品Ｓを選択
する。また、販売機本体３内の商品ラック１０の前側の空間には、エレベータ６が設けら
れており、販売時に商品ラック１０から払い出された商品Ｓは、エレベータ６の載置板６
ａに載せられた後、底部に設けたシャッタ３ａ付近まで搬送され、シャッタ３ａを介して
、商品取出口４ｃに搬出される。
【００２５】
各商品ラック１０は、図４および図５などに示すように、ラック本体１１と、その前端部
に取り付けられた枠体１２とを備えている。ラック本体１１は、折曲げ加工された鋼板で
構成されており、その内部には、中央の仕切壁１３で仕切られた左右の商品通路１４、１
４が形成されている。各商品通路１４の前端部には、払出口１４ａが形成されている。
【００２６】
一方、枠体１２は、合成樹脂（例えばポリプロピレン）の一体成形品で枠状に構成され、
ラック本体１１の前端部にはめ込まれ、ねじで固定されている。枠体１２の前部には、商
品通路１４の底面に連なる前下がりに傾斜した傾斜ガイド面１２ｂが形成されており、傾
斜ガイド面１２ｂには、商品Ｓの摩擦抵抗を軽減するために、前後方向に延びる複数の長
溝１２ｃが形成されている。
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【００２７】
以上のように構成された商品ラック１０は、販売機本体３内に設けた棚（図示せず）に、
ローラ１６などを介して、前後方向に移動自在に載置されており、商品Ｓの補充時には、
販売機本体３から前方に引き出され、各商品通路１４に商品Ｓが前後方向に並んだ状態で
収納されるとともに、補充後、販売機本体３内に押し戻され、格納される（図３参照）。
【００２８】
また、図３に示すように、上段の棚から下方に突出するようにして、商品通路１４ごとに
プッシャ２９が設けられている。このプッシャ２９は、ばね（図示せず）によって前方に
付勢されているとともに、ガイドレール３０に沿って前後方向に移動自在に構成されてい
て、商品Ｓを常時、前方に押圧している。
【００２９】
商品収納装置１はさらに、販売時に商品Ｓを払い出すための払出機構１７を備えている。
この払出機構１７は、図４および図５に示すように、両商品通路１４、１４の前端の払出
口１４ａ、１４ａを開閉して、最前位の商品（販売商品）Ｓ１を払い出す左右の開閉板１
８、１８（開閉部材）と、これらの開閉板１８を付勢するばね（図示せず）と、両開閉板
１８、１８を係止・解放する係止板１９と、販売時に前から２番目の商品（次販商品）Ｓ
２を保持する左右のホルダ２０、２０と、係止板１９およびホルダ２０を駆動する駆動機
構（図示せず）などで構成されている。
【００３０】
開閉板１８は、透明な合成樹脂（例えばポリカーボネート）で構成され、その前面には半
円弧状の突起２３が形成されている。また、各開閉板１８は、商品ラック１０の中央部に
鉛直軸線を中心として回動自在に支持され、商品通路１４の払出口１４ａを閉鎖する閉鎖
位置と、開放する開閉位置との間で回動可能である。また、各開閉板１８は、上記ばねに
より、常時、開放位置側に付勢されている。
【００３１】
一方、係止板１９は、不透明な合成樹脂（例えばポリアセタール）製の円形板で構成され
、その下端部が、駆動機構の駆動軸（図示せず）の先端に固定されている。なお、この駆
動軸は、仕切壁１３を前後方向に貫通しており、商品Ｓの販売時に、駆動機構の作動に伴
い回転して、係止板１９を回動させるようになっている。
【００３２】
各ホルダ２０は、図５に示すように、折り曲げた板状のものであり、仕切壁１３内に立設
された支軸（図示せず）に、後端部が回動自在に支持されている。また、両ホルダ２０、
２０は、販売待機時には、商品通路１４から退避する退避位置（図５の位置）に位置する
一方、販売時には、上記駆動機構の駆動軸の回転に伴って、突出位置（図１１の位置）に
同時に回動し、両商品通路１４、１４に突出して、それぞれの次販商品Ｓ２を側壁１４ｂ
との間に挟持するようになっている。
【００３３】
図４および図５などに示すように、商品ラック１０にカップ形状の商品Ｓ（図８など参照
）を収納する場合には、商品ラック１０にさらに、アダプタ３１およびアダプタ材３２が
取り付けられる。
【００３４】
アダプタ３１は、仕切壁１３の上面前端部に取り付けられるものであり、図６および図７
に示すように、断面コ字形のベース３３と、ベース３３から立設した支軸３４、３４に鉛
直軸線回りに回動自在にそれぞれ取り付けられた左右のアーム３５、３５と、ベース３３
に設けられたプッシュロックボタン３６と、を備えている。各アーム３５は、支軸３４の
前側の係止部３５ａと、後ろ側の送出部３５ｂで構成されている。
【００３５】
送出部３５ｂ、３５ｂは、内方に屈曲した形状をそれぞれ有するとともに、先端部には、
重なり合えるような切欠き３５ｃ、３５ｃがそれぞれ形成されている。また、係止部３５
ａ、３５ａは、直線状のものであり、両者間に設けられたコイルばね３７によって、内方
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に常時、付勢されている。プッシュロックボタン３６は、例えば弾性を有する樹脂で構成
され、ベース３３を上下方向に貫通して突出するようにして、設けられている。
【００３６】
以上の構成のアダプタ３１は、図５～図７に示すように、そのベース３３を仕切壁１３の
上面にはめ込み、プッシュロックボタン３６を仕切壁１３の上面に形成した取付孔１３ａ
に差し込むことによって、仕切壁１３に着脱自在に取り付けられる。また、アダプタ３１
を取り付ける際には、アーム３５、３５の係止部３５ａ、３５ａは、コイルばね３７のば
ね力に抗して押し広げられた状態で、閉鎖位置にある開閉板１８、１８にそれぞれ係止さ
れる。この状態では、アーム３５の送出部３５ｂは、図６に２点鎖線で示すように、プッ
シュロックボタン３６の付近で畳まれ、商品通路１４から退避した状態になる。
【００３７】
アダプタ材３２は、折曲げ加工された鋼板で構成され、その係止突起３２ａを、商品通路
１４の側壁１４ｂの上面に形成した係止溝１４ｃに係合させることによって、各側壁１４
ｂに着脱自在に取り付けられている。アダプタ材３２には、傾斜ガイド面３２ｂおよび湾
曲ガイド面３２ｃが形成されている。傾斜ガイド面３２ｂは、商品Ｓを前後方向に案内す
るためのものであり、図９に示すように、収納するカップ形状商品の側面の傾斜角度に合
致する角度で、商品通路１４の内方に向かって傾斜している。また、湾曲ガイド面３２ｃ
は、販売商品Ｓを案内するものであり、図１０に示すように、側壁１４ｂの前端部に位置
して、外方に円弧状に延びている。
【００３８】
次に、上記構成の商品収納装置１の動作を、特にカップ形状の商品Ｓを収納した場合につ
いて、図８～図１２を参照しながら説明する。図８～図１０に示す販売待機状態では、係
止板１９は、駆動機構によりホームポジションに保持され、左右の開閉板１８、１８に前
側から当接して、これらを閉鎖位置に係止している。この状態で、多数の商品Ｓが各商品
通路１４内に前後方向に並んで収納され、閉鎖位置にある開閉板１８とプッシャ２９との
間に挟持されている。また、ホルダ２０は、退避位置に位置し、商品通路１４から退避し
ている。さらに、アダプタ３１は、そのアーム３５、３５の係止部３５ａ、３５ａが、コ
イルばね３７のばね力に抗して押し広げられた状態で、開閉板１８、１８の背面にそれぞ
れ係止されていて、送出部３５ｂ、３５ｂは、商品通路１４から退避した状態になってい
る。
【００３９】
商品の販売時には、駆動機構の駆動軸が回転することにより、図１１に示すように、まず
、両ホルダ２０、２０が、突出位置に同時に回動して、それぞれの商品通路１４に突出す
ることにより、次販商品Ｓ２を、対向する側壁１４ｂとの間に挟持する。駆動軸の回転が
進み、係止板１９が所定角度まで右側に回動すると、左側の開閉板１８から係止板１９が
外れ、開閉板１８が図示しないばねの付勢力で開放位置に回動して、左側の商品通路１４
の払出口１４ａを開放する。この開閉板１８の開放に伴い、アダプタ３１のアーム３５の
係止部３５ａが開閉板１８から外れ、送出部３５ｂがコイルばね３７のばね力で商品通路
１４に突出し、販売商品Ｓ１を勢い良く払出口１４ａ側に送り出すことによって、販売商
品Ｓ１が商品通路１４から払い出される。
【００４０】
以上のように、本実施形態の商品収納装置１によれば、開閉板１８の開放と連動して、ア
ダプタ３１のアーム３５の送出部３５ｂが販売商品Ｓ１のみを払出口１４ａ側に送り出す
ので、商品Ｓがカップ形状商品で、販売商品Ｓ１と次販商品Ｓ２の間にキャップなどによ
る引っ掛かりが生じている場合であっても、ホルダ２０で保持された次販商品Ｓ２から販
売商品Ｓ１を強制的に引き離すことができ、したがって、販売商品Ｓ１を確実に払い出す
ことができる。また、開閉板１８の開放動作を利用してアダプタ３１のアーム３５を作動
させるので、アダプタ３１の送出動作を、開閉板１８の開放動作に確実に連動させること
ができるとともに、アダプタ３１の駆動力はコイルばね３７のばね力だけでよく、比較的
単純に構成できる。さらに、アダプタ３１で販売商品Ｓ１を送り出す際、販売商品Ｓ１が
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、アダプタ材３２の外方に湾曲する湾曲ガイド面３２ｃによって、外方に逃げるようにし
て商品通路１４の払出口１４ａ側に導かれるので、販売商品Ｓ１を、アダプタ３１の送出
部３５ｂと商品通路１４の側壁１４ｂとの間に挟み込むことなく、円滑に払い出すことが
できる。
【００４１】
また、アーム３５の突出回動が終了した時点では、図１１および図１２に示すように、送
出部３５ｂの先端が、ホルダ２０にすでに保持されている次販商品Ｓ２に前方から当接す
るようになる。この場合、送出部３５ｂは、図１２に示すように、ホルダ２０よりも高い
位置で次販商品Ｓ２に当接する。したがって、次販商品Ｓ２がプッシャ２９の押圧力で前
方に傾いている場合であっても、次販商品Ｓ２の上部に送出部３５ｂが前方から当接する
ことによって、次販商品Ｓ２を適正な姿勢に整えることができる。
【００４２】
その後、駆動機構が再び作動することにより、係止板１９がホームポジションまで復帰回
動するのに伴い、開閉板１８が係止板１９に押圧されて閉鎖位置に戻る。これに伴い、ア
ダプタ３１の係止部３５ａが、開閉板１８によってコイルばね３７のばね力に抗して押し
広げられることによって、アーム３５が図１０に示す位置まで回動し、送出部３５ｂが商
品通路１４から退避する。また、ホルダ２０も、退避位置に回動して、商品通路１４から
退避する。これに伴い、商品Ｓ全体が、プッシャ２９の押圧力で開閉板１８に当接するま
で前方に移動することで、商品収納装置１は、図１０に示す販売待機状態に復帰する。こ
の場合、上述したように、それまでの次販商品Ｓ２が、アダプタ３１の送出部３５ｂによ
って、適正な姿勢に整えられていること、および、カップ形状の商品Ｓの側面が、アダプ
タ材３２の傾斜ガイド面３２ｂによって案内されることから、販売待機状態へ移行するた
めの商品Ｓの移動を円滑に行えるとともに、良好なディスプレイ効果を得ることができる
。
【００４３】
また、アダプタ３１自体が比較的単純で安価に構成できるとともに、プッシュロックボタ
ン３６を仕切壁１３の取付孔１３ａに差し込むだけで、アダプタ３１を簡単に着脱するこ
とができ、したがって、商品通路１４を、カップ形状商品の収納用と他形状の商品の収納
用とに、簡単に切り替えて使用することができる。
【００４４】
　なお、本発明は、説明した実施形態に限定されることなく、種々の態様で実施すること
ができる。 販売商品を送出するための送出手段の構成は、実施形態に示したもの
に限らず、任意である。その他、本発明の趣旨の範囲内で、細部の構成を適宜、変更する
ことが可能である。
【００４５】
【発明の効果】
以上のように、本発明の自動販売機の商品収納装置によれば、商品がカップ形状商品の場
合でも、商品を確実に１個ずつ払い出すことができ、販売待機状態への移行を円滑に行え
るとともに、ディスプレイ効果を向上させることができるなどの効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態による商品収納装置を搭載した自動販売機の正面図である。
【図２】図１の自動販売機の扉を開いた状態を示す正面図である。
【図３】図１の自動販売機の側断面図である。
【図４】商品収納装置を、アダプタおよびアダプタ材の取付け前の状態で示す斜視図であ
る。
【図５】図４の商品収納装置の前部を、組立後の状態で示す部分斜視図である。
【図６】アダプタの構成および動作を示す平面図である。
【図７】図６のアダプタの正面図である。
【図８】図５の商品収納装置にカップ形状商品を収納した状態を示す斜視図である。
【図９】図８の商品収納装置の正面図である。
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【図１０】図８の商品収納装置の平面図である。
【図１１】商品の販売時における商品収納装置の平面図である。
【図１２】商品の販売時における商品収納装置の側面図である。
【図１３】  本出願人がすでに提案した商品収納装置の斜視図である。
【符号の説明】
１　商品収納装置
２　自動販売機
１０　商品ラック
１３　仕切壁
１３ａ　取付孔
１４　商品通路
１４ａ　払出口
１４ｂ　側壁
１８　開閉板
２０　ホルダ
２９　プッシャ
３１　アダプタ
３２　アダプタ材
３２ｂ　傾斜ガイド面
３２ｃ　湾曲ガイド面
３３　ベース
３４　支軸
３５　アーム
３５ａ　係止部
３５ｂ　送出部
３６　プッシュロックボタン
３７　コイルばね
Ｓ　商品
Ｓ１　販売商品
Ｓ２　次販商品
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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